
別表第２ 

１ 住宅用途 

 分野 区分 細区分 

⑴ エネルギーの使用の合理

化及び再生可能エネル

ギーへの転換 

再生可能エネルギーの利用 再生可能エネルギーの変換利

用 

⑵ エネルギーの使用の合理

化及び再生可能エネル

ギーへの転換 

再生可能エネルギーの利用 電気の再エネ化率 

⑶ 気候変動への適応 ヒートアイランド対策 ＥＶ及びＰＨＶ用充電設備の

設置 

備考 

１ ⑴は、再エネ設備設置基準が適用されない建築物について取組・評価書を作成する場合に限る。 

２ ⑶は、住宅用途の駐車施設に電気自動車充電設備設置基準が適用されない建築物について取組・

評価書を作成する場合に限る。 

 

２ 住宅以外の用途 

 分野 区分 細区分 

⑴ エネルギーの使用の合理

化及び再生可能エネル

ギーへの転換 

再生可能エネルギーの利用 再生可能エネルギーの変換利

用 

⑵ エネルギーの使用の合理

化及び再生可能エネル

ギーへの転換 

再生可能エネルギーの利用 電気の再エネ化率 

⑶ 気候変動への適応 ヒートアイランド対策 ＥＶ及びＰＨＶ用充電設備の

設置 

備考 

１ ⑴は、再エネ設備設置基準が適用されない建築物について取組・評価書を作成する場合に限る。 

２ ⑶は、住宅以外の用途の駐車施設に電気自動車充電設備設置基準が適用されない建築物について

取組・評価書を作成する場合に限る。 
 


